
 

横浜市自転車駐車場の附置等に関する要綱 

 
制定    平成 30年４月１日 

最近改正  令和 8年４月１日 

 
 （目的） 
第１条 この要綱は、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則（平成 30 年３月横浜市

規則第 32 号。以下「規則」という。）に基づく手続に関し、必要な事項を定めることを目的とす

る。 
 
 （用語の定義） 
第２条 この要綱における用語の意義は、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例（平成 30 年

３月横浜市条例第３号。以下「条例」という。）及び規則の例による。 
 
 （自転車駐車場設置の届出手続） 
第３条 規則第５条の届出書は、条例別表第１（あ）欄に掲げる施設（以下「集客施設」という。）

については第１号様式、条例別表第３（あ）欄に掲げる施設（以下「共同住宅等」という。）に

ついては第２号様式、認定施設及び複合用途認定施設（以下「認定施設」という。）については

第３号様式をそれぞれ用いるものとする。 
２ 市長は、条例第 12 条の規定による届出が条例及び規則の規定に適合していると認めるときは、

集客施設については第４号様式、共同住宅等については第５号様式、認定施設については第６号

様式を用いてそれぞれ通知を行うものとする。 
 
 （自転車駐車場の工事完了の届出） 
第４条 規則第６条の届出書は、集客施設及び共同住宅等については第７号様式、認定施設につい

ては第８号様式をそれぞれ用いるものとする。 
 
 （自転車駐車場の設置の特例に係る認定の申請手続） 
第５条 規則第７条第１項の認定の申請書は、第９号様式を用いるものとする。 
 
 （認定又は不認定の通知） 
第６条 規則第８条の認定の通知書は第 10 号様式、不認定の通知書は第 11 号様式をそれぞれ用

いるものとする。 
 
 （認定の取消しの申出） 
第７条 規則第 10 条の認定の取消しの申出書は第 12 号様式を用いるものとする。 
 
 （認定の取消しの通知） 
第８条 規則第 11 条の認定の取消しの通知書は第 13 号様式を用いるものとする。 
 



 （適用除外とする高齢者を主たる居住者とする共同住宅等） 
第９条 規則第 12 条第７号の自転車の利用が見込まれない高齢者を主な居住者とする共同住宅又

は寄宿舎で市長が定めるものは、次に掲げる住宅その他これらに類するもの（共同浴室、機能訓

練室、相談員室等を有するなど当該住宅の間取り、諸室の機能等を勘案して、主として高齢者の

居住の用に供されると認められる住宅）とする。 
 (1) 横浜市高齢者向け地域優良賃貸住宅 
 (2) シルバーハウジング（市営住宅） 
 (3) シニア・りぶいん（借り上げ型市営住宅） 
 (4) サービス付き高齢者向け住宅 
 
 （適用除外施設の承認手続） 
第 10 条 規則第 13 条第１項の承認の申請書は第 14 号様式を用いるものとする。 
２ 規則第 13 条第２項の承認の通知書は第 15 号様式を用いるものとする。 
 
 （措置命令書） 
第 11 条 規則第 16 条の措置命令書は第 16 号様式を用いるものとする。 
 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
  



第１号様式（第３条第１項関係）（Ａ４） 
 

年  月  日 
 

自転車駐車場設置（変更）届出書（集客施設用） 
 
 横浜市長 
 

届出者（※１） 
 住所 
 氏名                   
 
 電話 

 
 横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例第 12 条の規定により、届け出ます。 

届出の区分  □新築 □増築 

施
設 

名称  
所在地  
主な用途  

施設面積の合計        ㎡ 
工事着手予定日      年  月  日 
工事完了予定日      年  月  日 

自
転
車
駐
車
場 

位置及び施設の 
敷地までの距離 

 □施設の敷地内 
 □施設の敷地外（施設の敷地までの距離    ｍ） 

規模  自転車：     台 
附置義務台数      台 

構造及び設備 
 □避難階又は地上部分に設置 □左記以外に設置 
 □平置き □特殊な器具を用いる 

管理者 
（※１） 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

担当者連絡先 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

 注 該当する□にレ印を記入してください。 
 
 
 ※１ 法人等の場合は、住所は主たる事務所の所在地、氏名は名称及び代表者の氏名 

 
  



第２号様式（第３条第１項関係）（Ａ４） 
 

年  月  日 
 

自転車駐車場設置（変更）届出書（共同住宅等用） 
 
 横浜市長 
 

届出者（※１） 
 住所 
 氏名                   
 
 電話 

 
 横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例第 12 条の規定により、届け出ます。 

届出の区分  □新築 □増築 

施
設 

名称  
所在地  
種類  □共同住宅 □寄宿舎 

規模 
共同住宅 

30 ㎡以下の住戸 ：    戸 
30 ㎡超の住戸 ：    戸 

寄宿 舎 
一人用の住室 ：    室 
複数人用の住室 ：    室 

 

工事着手予定日      年  月  日 
工事完了予定日      年  月  日 

自
転
車
駐
車
場 

規模  自転車：     台 
附置義務台数      台 

構造及び設備 
 □避難階又は地上部分に設置 □左記以外に設置 
 □平置き □特殊な器具を用いる 

管理者 
（※１） 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

担当者連絡先 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

 注 該当する□にレ印を記入してください。 
 
 ※１ 法人等の場合は、住所は主たる事務所の所在地、氏名は名称及び代表者の氏名 

 
  



第３号様式（第３条第１項関係）（Ａ４） 
 

年  月  日 
 

自転車駐車場設置（変更）届出書（認定施設用） 
 
 横浜市長 
 

代表施設の届出者（※１） 
 住所 
 氏名                   
 
 電話 

 
 横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例第 12 条の規定により、別紙の届出者に係る認定施

設について届け出ます。 
届出の区分  □新築 □増築 

代
表
施
設 

名称  
所在地  
主な用途  

自
転
車
駐
車
場 

位置及び 
認定施設の 

敷地までの距離 

 □認定施設のいずれかの施設の敷地内 
 □認定施設のすべての施設の敷地外 
 （認定施設のいずれかの敷地までの最短距離    ｍ） 

規模  自転車：     台 
附置義務台数      台 

構造及び設備 
 □避難階又は地上部分に設置 □左記以外に設置 
 □平置き □特殊な器具を用いる 

管理者 
（※１） 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

担当者連絡先 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

 注 該当する□にレ印を記入してください。 
 
 添付図書：認定通知書（第 10 号様式）の写し及び第９号様式別紙の写し 
 
 ※１ 法人等の場合は、住所は主たる事務所の所在地、氏名は名称及び代表者の氏名 

  



第３号様式別紙（Ａ３）                      （その  ） 

届出者氏名 届出者住所 
認定を受けた 
施設の名称 

認定を受けた 
施設の所在地 

認定を受けた 
施設の主な用途 

認定を受けた 
施設の施設面積 

工事着手 
予定日 

工事完了 
予定日 

代表施設の届出者 
 

    ㎡ 年  月  日 年  月  日 

     ㎡ 年  月  日 年  月  日 

     ㎡ 年  月  日 年  月  日 

     ㎡ 年  月  日 年  月  日 

     ㎡ 年  月  日 年  月  日 

     ㎡ 年  月  日 年  月  日 

     ㎡ 年  月  日 年  月  日 

     ㎡ 年  月  日 年  月  日 

     ㎡ 年  月  日 年  月  日 

     ㎡ 年  月  日 年  月  日 

     ㎡ 年  月  日 年  月  日 

     ㎡ 年  月  日 年  月  日 

     ㎡ 年  月  日 年  月  日 

     ㎡ 年  月  日 年  月  日 

 



第４号様式（第３条第２項関係）（Ａ４） 
 

第  号 
年  月  日 

 
（変更）適合確認通知書（集客施設用） 

 
 住所 
 氏名       様 
 
 
 

横浜市長         印 
 
 
     年  月  日付け（受付番号第  号）で（変更）届出があった次の施設について

審査した結果、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例及び横浜市自転車駐車場の附置等に関

する条例施行規則の規定に適合することを確認しましたので、横浜市自転車駐車場の附置等に関

する要綱第３条第２項の規定により通知します。 
届出の区分  □新築 □増築 

施
設 

名称  
所在地  
主な用途  

施設面積の合計        ㎡ 
工事着手予定日      年  月  日 
工事完了予定日      年  月  日 

自
転
車
駐
車
場 

位置及び施設の 
敷地までの距離 

 □施設の敷地内 
 □施設の敷地外（施設の敷地までの距離    ｍ） 

規模  自転車：     台 
附置義務台数      台 

構造及び設備 
 □避難階又は地上部分に設置 □左記以外に設置 
 □平置き □特殊な器具を用いる 

管理者 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

特記事項： 
 
 

 
  



第５号様式（第３条第２項関係）（Ａ４） 
 

第  号 
年  月  日 

 
（変更）適合確認通知書（共同住宅等用） 

 
 住所 
 氏名       様 
 
 
 

横浜市長         印 
 
 
     年  月  日付け（受付番号第  号）で（変更）届出があった次の施設について

審査した結果、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例及び横浜市自転車駐車場の附置等に関

する条例施行規則の規定に適合することを確認しましたので、横浜市自転車駐車場の附置等に関

する要綱第３条第２項の規定により通知します。 
届出の区分  □新築 □増築 

施
設 

名称  
所在地  
種類  □共同住宅 □寄宿舎 

規模 
共同住宅 

30 ㎡以下の住戸 ：    戸 
30 ㎡超の住戸 ：    戸 

寄宿 舎 
一人用の住室 ：    室 
複数人用の住室 ：    室 

 

工事着手予定日      年  月  日 
工事完了予定日      年  月  日 

自
転
車
駐
車
場 

規模  自転車：     台 
附置義務台数      台 

構造及び設備 
 □避難階又は地上部分に設置 □左記以外に設置 
 □平置き □特殊な器具を用いる 

管理者 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

特記事項： 
 
 

  



第６号様式（第３条第２項関係）（Ａ４） 
 

第  号 
年  月  日 

 
（変更）適合確認通知書（認定施設用） 

 
 住所 
 氏名       様 
 
 
 

横浜市長         印 
 
 
 
     年  月  日付け（受付番号第  号）で（変更）届出があった第３号様式別紙の

申請者に係る認定施設について審査した結果、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例及び横

浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則の規定に適合することを確認しましたので、横

浜市自転車駐車場の附置等に関する要綱第３条第２項の規定により通知します。 
届出の区分  □新築 □増築 

代
表
施
設 

名称  
所在地  
主な用途  

自
転
車
駐
車
場 

位置及び 
認定施設の 

敷地までの距離 

 □認定施設のいずれかの施設の敷地内 
 □認定施設のすべての施設の敷地外 
 （認定施設のいずれかの敷地までの最短距離    ｍ） 

規模  自転車：     台 
附置義務台数      台 

構造及び設備 
 □避難階又は地上部分に設置 □左記以外に設置 
 □平置き □特殊な器具を用いる 

管理者 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

特記事項： 
 
 
 
 

 
  



第７号様式（第４条関係）（Ａ４） 
 

年  月  日 
 

工事完了届出書（集客施設及び共同住宅等用） 
 
 横浜市長 
 

届出者（※１） 
 住所 
 氏名                   
 
 電話 

 
 横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則第６条の規定により、工事が完了したこと

を届け出ます。 
工事完了日      年  月  日 

名称  
所在地  

自転車駐車場の 
規模 

 自転車：     台 

附置義務台数      台 
自転車駐車場の 
構造及び設備 

 □避難階又は地上部分に設置 □左記以外に設置 
 □平置き □特殊な器具を用いる 

自転車駐車場の 
届出日及び区分 

     年  月  日付け（    第    号） 
 届出の区分 □設置 □変更 

管理者 
（※１） 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

担当者連絡先 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

 注 該当する□にレ印を記入してください。 
 
 添付図書：適合確認通知書（第４号様式又は第５号様式）の写し 
      検査済証の写し 
      完了写真（出入口・通路の幅員等の技術的基準が確認できるもの） 
      その他 
 ※１ 法人等の場合は、住所は主たる事務所の所在地、氏名は名称及び代表者の氏名 

  



第８号様式（第４条関係）（Ａ４） 
 

年  月  日 
 

工事完了届出書（認定施設用） 
 
 横浜市長 
 

代表施設の届出者（※１） 
 住所 
 氏名                   
 
 電話 

 
 横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則第６条の規定により、工事が完了したこと

を届け出ます。 
工事完了日      年  月  日 

代表施設の名称  
代表施設の所在地  
自転車駐車場の 

規模 
 自転車：     台 

附置義務台数      台 
自転車駐車場の 
構造及び設備 

 □避難階又は地上部分に設置 □左記以外に設置 
 □平置き □特殊な器具を用いる 

自転車駐車場の 
届出日及び区分 

     年  月  日付け（    第    号） 
 届出の区分 □設置 □変更 

管理者 
（※１） 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

担当者連絡先 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

 注 該当する□にレ印を記入してください。 
 
 添付図書：適合確認通知書（第６号様式）の写し 
      検査済証の写し 
      完了写真（出入口・通路の幅員等の技術的基準が確認できるもの） 
      その他 
 ※１ 法人等の場合は、住所は主たる事務所の所在地、氏名は名称及び代表者の氏名 

 



第８号様式別紙（Ａ３）                      （その  ） 

届出者氏名 届出者住所 認定を受けた施設の名称 認定を受けた施設の所在地 

代表施設の届出者 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



第９号様式（第５条関係）（Ａ４） 
 

年  月  日 
 

認定申請書 
 
 横浜市長 
 

代表施設の申請者（※１） 
 住所 
 氏名                   
 
 電話 

 
 横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例第 13 条第１項の規定により、別紙の申請者に係る

施設について認定を申請します。 

代
表
施
設 

名称  
所在地  

主な用途  

認定の要件 
 □条例第 13 条第２項第１号 
 □条例第 13 条第２項第２号 

担当者連絡先 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

 注 該当する□にレ印を記入してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※１ 法人等の場合は、住所は主たる事務所の所在地、氏名は名称及び代表者の氏名 

 



第９号様式別紙（Ａ３）                      （その  ） 

申請者氏名 申請者住所 施設の名称 施設の所在地 施設の主な用途 施設の面積 

代表施設の申請者 
 
 

    ㎡ 

     ㎡ 

     ㎡ 

     ㎡ 

     ㎡ 

     ㎡ 

     ㎡ 

     ㎡ 

     ㎡ 

     ㎡ 

     ㎡ 

     ㎡ 

     ㎡ 

     ㎡ 

 



第 10 号様式（第６条関係）（Ａ４） 
 

第  号 
年  月  日 

 
認定通知書 

 
 住所 
 氏名       様 
 
 
 

横浜市長         印 
 
 
 
     年  月  日付けで申請のあった第９号様式別紙の申請者に係る施設について次

のとおり認定しましたので、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則第８条の規定に

より通知します。 

代
表
施
設 

名称  
所在地  

主な用途  
認定年月日      年  月  日 

認定の要件 
 □条例第 13 条第２項第１号 
 □条例第 13 条第２項第２号 

 
 添付図書：第９号様式別紙の写し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



第 11 号様式（第６条関係）（Ａ４） 
 

第  号 
年  月  日 

 
不認定通知書 

 
 住所 
 氏名       様 
 
 
 

横浜市長         印 
 
 
 
     年  月  日付けで申請のあった第９号様式別紙の申請者に係る施設について次

のとおり不認定としましたので、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則第８条の規

定により通知します。 

代
表
施
設 

名称  
所在地  

主な所在地  
不認定年月日      年  月  日 

不認定理由 

  
 
 
 
 

 注 本処分に不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月を経

過する前までに道路・交通政策局交通政策部道路政策課又は総務局ガバナンス推進室法制課

に対して審査請求を行うことができます。 
   また、本処分の取消訴訟は、横浜市を被告として、処分又は裁決があつたことを知った日

から６か月を経過する前までに提起することができます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



第 12 号様式（第７条関係）（Ａ４） 
 

年  月  日 
 

認定取消申出書 
 
 横浜市長 
 

代表施設の申出者（※１） 
 住所 
 氏名                   
 
 電話 

 
     年  月  日付け  第   号で認定を受けた施設について、横浜市自転車駐車

場の附置等に関する条例第 14 条第１項第２号の規定により、次のとおり申し出ます。 

代
表
施
設 

名称  
所在地  

主な所在地  
認定年月日      年  月  日 

担当者連絡先 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

 
 添付図書：認定通知書（第 10 号様式）の写し及び第９号様式別紙の写し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※１ 法人等の場合は、住所は主たる事務所の所在地、氏名は名称及び代表者の氏名 

 



第 13 号様式（第８条関係）（Ａ４） 
 

第  号 
年  月  日 

 
認定取消通知書 

 
 住所 
 氏名       様 
 
 
 

横浜市長         印 
 
 
 
     年  月  日付け  第   号で認定を行った施設について次のとおり認定を

取り消しましたので、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例第 14 条第３項の規定により通

知します。 

代
表
施
設 

名称  
所在地  

主な所在地  
認定取消年月日      年  月  日 

不認定理由 
 □条例第 14 条第１項第１号に該当（規定違反） 
 □条例第 14 条第１項第２号に該当（取消申出） 
 □条例第 14 条第２項に該当（滅失その他事情） 

 注 本処分に不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月を経

過する前までに道路・交通政策局交通政策部道路政策課又は総務局ガバナンス推進室法制課

に対して審査請求を行うことができます。 
   また、本処分の取消訴訟は、横浜市を被告として、処分又は裁決があつたことを知った日

から６か月を経過する前までに提起することができます。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  



第 14 号様式（第 10 条第１項関係）（Ａ４） 
 

年  月  日 
 

適用除外承認申請書 
 
 横浜市長 
 

申請者（※１） 
 住所 
 氏名                   
 
 電話 

 
 横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則第 13 条第１項の規定により、次の施設の

附置義務規定適用除外について承認を申請します。 
届出の区分  □新築 □増築 

施
設 

名称  

所在地  
主な用途  

工事着手予定日      年  月  日 

工事完了予定日      年  月  日 
適用除外の要件  規則第 12 条第  号 

担当者連絡先 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

 注 該当する□にレ印を記入してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※１ 法人等の場合は、住所は主たる事務所の所在地、氏名は名称及び代表者の氏名 

 



第 15 号様式（第 10 条第２項関係）（Ａ４） 
 

第  号 
年  月  日 

 
適用除外承認通知書 

 
 住所 
 氏名       様 
 
 
 

横浜市長         印 
 
 
     年  月  日付け（受付番号第  号）で申請があった次の施設について審査した

結果、附置義務規定の適用除外を承認しましたので、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例

施行規則第 13 条第２項の規定により通知します。 
届出の区分  □新築 □増築 

施
設 

名称  

所在地  
主な用途  

工事着手予定日      年  月  日 

工事完了予定日      年  月  日 

適用除外の要件  規則第 12 条第  号 

担当者連絡先 

 住所 
 氏名 
 
 電話 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



第 16 号様式（第 11 条関係）（Ａ４） 
 

第  号 
年  月  日 

 
措置命令書 

 
 住所 
 氏名       様 
 
 
 

横浜市長         印 
 
１ 対象施設の名称 
 
２ 対象施設の所在地 
 
 
 上記の施設は、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例第  条の規定に違反しているの

で、同条例第 18 条の規定により次のとおり必要な措置をとることを命じます。 

措置の内容 

 
 
 
 
 

命令の理由 

 
 
 
 
 

 注 本処分に不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月を経

過する前までに道路・交通政策局交通政策部道路政策課又は総務局ガバナンス推進室法制課

に対して審査請求を行うことができます。 
   また、本処分の取消訴訟は、横浜市を被告として、処分又は裁決があつたことを知った日

から６か月を経過する前までに提起することができます。 
 
 
 
 

 


